
3広報やしお  令和８（2026）年５月１日  No. 906

八潮市オンライン市役所開設中！

緊急時通報システムサービス �
　緊急通報端末機および防水機能がつ
いているペンダント型無線発信機を貸
与します。急病などの緊急時にボタン
を押すと、通報センターから消防署な
どへ通報が入り、迅速な救助活動を行います。
　また、固定電話回線をお持ちでない方を対象に、通報
専用の携帯電話回線を使用した携帯型端末を貸与します。

徘徊高齢者家族支援サービス �
　ひとり歩きが見られる認知症高齢者を介護する家族への負担軽
減を図ります。
●ＧＰＳ端末機器による位置探索システム
　�　位置探索システムを活用し、ひとり歩き高齢者の早期発見に
つなげます。

●見守りシール
　�　ＱＲコードが印字された見守りシー
ルを活用し、介護者と発見者がインタ
ーネット上の伝言板を通じて連絡を取
り合うことができます。 サンプル

高齢者在宅福祉
サービス

　在宅での生活に支援が必要な高齢者と、その家族を支援する高齢者在宅福祉サービス
についてお知らせします（病院に入院中の方や介護保険施設などに入所中の方を除く）。
　なお、サービスにより対象者や費用が異なりますので、詳しくは、長寿介護課へお問
い合わせください。

救急医療情報キット配布 �
　ご希望の方へ救急医療情報キットを配布し、キットに
入れた医療情報用紙を参考に、救急隊員が迅速な対応を
行います。

家具転倒防止器具等取付サービス �
　地震などによって家具が転倒することを防ぐため、家具の転倒
防止に有効な器具などを取り付けます。

配食・安否確認サービス �
　日常的に食事の確保が困難な方に対し、昼食または夕食のいず
れかを自宅へ届けるとともに、利用者の安否を確認します。

紙おむつの給付サービス �
　月１回１種類の紙おむつを決められた枚数分自宅へ届けます。

訪問理美容サービス �
　理容師または美容師が自宅を訪問し、カットなどのサービスを
提供します。

　５月１２日は「民生委員・児童委員の日」です。ま
た、５月１２日から１８日までは、民生委員・児童委員、
主任児童委員をより多くの方に知っていただくため
の「活動強化週間」です。ここでは、制度や活動内
容について紹介します。

民生委員・児童委員、主任児童委員とは
　民生委員法に基づき、厚生労働大臣に委嘱された
非常勤特別職の地方公務員です。市内では、３地区（八
条地区、潮止地区、八幡地区）の民生委員・児童委
員協議会に分かれ、現在１０７人の委員が活動してい
ます。

活動内容
　地域の皆さんと同じ立場で相談を受け、問題解決
に向けて適切な機関へとつなぐ重要な地域のパイプ
役として働いています。安全・安心に生活できる地
域を目指し、近年増加している一人暮らしの高齢者
の見守りや児童への声掛けなどを行っています。

相談したいとき
　住所により担当民生委員が異なりますので、社会
福祉課までお問い合わせください。民生委員は法律
によって守秘義務が定められているため、相談内容
や秘密が他に漏れることはありません。安心してご
相談ください。

民生委員になったきっかけを教えてください。
　前任者からの依頼と、当時民生委員をしていた叔
父から受けるよう助言があったことから、民生委員
になることを決めました。また、こどもとの関わり
が長いこともあり、地域でいろいろと活動できれば
と思いました。はじめは何も分からず戸惑うことが
多々ありましたが、先輩委員に支えられながら、活
動ができたと思います。

どのような活動をされていますか。
　担当地区の見守りと、社会福祉協議会で生活支援、心配ごと相談などをし
ています。一人暮らしの見守りとしては、救急医療情報キットや緊急通報シ
ステムの設置などの案内をして、申請の手助けをしています。生活支援は利
用者のお金の管理、心配ごと相談は日常の困りごとの相談を受けています。
一緒に考え、自分で行動できるように手助けができればと思います。

活動を通じて励みになったことや出来事はありますか。
　見守りカレンダーの配付時に皆さんの近況をお聞きするのですが、その時
はペンシル・バルーンを持って行きます。皆さんが明るく打ち解けて話をし
てくださることが励みになっています。

市民の皆さんにメッセージをお願いします。
　心配ごとがありましたら、迷わず相談してください。すぐには解決できな
いことでも、一緒に考えて安心できる機関につなぐことを考えたいと思います。
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民生委員・児童委員、主任児童委員お気軽にご相談ください

身近な民生委員へご相談を！

避難行動要支援者
個別避難計画の登録

　災害時の安否確認や避難誘導などの支援を迅速かつ円滑に行うため、災害時に自力で避
難ができず、支援を必要とする方を対象に避難行動要支援者個別避難計画の提出を受け付
けています。詳しくは、社会福祉課へお問い合わせください。
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